
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  公社債等の税務の取扱いが変更に              

Ｑ：公社債の税務の取扱いが変更になるっ

て聞きましたが、どのようになるのですか？                         

                                             

Ａ：平成28年１月以降、次のように変更に

なります。 

【解説】 

公社債等の税務上の取扱いは、平成28年１

月以降、公社債及び公社債投資信託は、税制

上、特定公社債と一般公社債等に区分され、

特定公社債等は、次のように取り扱われるこ

ととなっています。なお、ここでいう特定公

社債等とは、国債、地方債、外国国債、外国

地方債、公募公社債、上場公社債、国外にお

いて発行された公社債で一定のもの、平成27

年12月31日前に発行された公社債(同族会社

が発行した社債を除く)、公募公社債投資信託

(MRF、外貨建てMMF等)などをいいます。 

 ①利子・分配金 

  20.315%の税率で源泉徴収され、確定申告は

不要になります。そして、上場株式等(特定

公社債等を含む)の譲渡損失との損益通算

が認められます。 

 ②譲渡益・償還差益 

  上場株式等の譲渡所得等として20.315%の

申告分離課税となり、原則、確定申告が必

要になります。ただし、特定口座で源泉徴

収ありの口座であれば、確定申告は必要あ

りません。 

 ③譲渡損・償還差損 

  上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算

が可能になります。また、確定申告をすれ

ば譲渡損の繰越控除の適用が受けられます。 
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